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５
月
26
日
に
改
正
戸
籍
法
が
施
行

さ
れ
、
戸
籍
の
記
載
事
項
に
氏
名
の

振
り
仮
名
が
追
加
さ
れ
る
こ
と
と
な

り
ま
す
。

　
５
月
26
日
以
降
、
本
籍
地
の
市
区

町
村
長
か
ら
、
戸
籍
に
記
載
す
る
予

定
の
氏
名
の
振
り
仮
名
（
住
民
基
本

台
帳
記
載
）
に
関
す
る
通
知
が
順
次

発
送
さ
れ
ま
す
。

　
通
知
の
振
り
仮
名
が
正
し
い
と
き

は
、
届
出
を
し
な
く
て
も
通
知
の
と

お
り
戸
籍
に
記
載
さ
れ
ま
す
。

※
戸
籍
の
振
り
仮
名
制
度
に
つ
い
て

は
法
務
省
ホ
ー
ム
ペ
ー

　
ジ
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

戸
籍
に

氏
名
の
振
り
仮
名
が
記
載

環
境
美
化
運
動
の
実
施

お
知
ら
せ

　
環
境
美
化
運
動
を
次
の
と
お
り
実

施
し
ま
す
の
で
、
み
な
さ
ん
の
ご
協

力
を
お
願
い
し
ま
す
。

○
日
時　
５
月
25
日
㈰

　
午
前
８
時
か
ら

　
（
当
日
実
施
で
き
な
い
場
合
は

　
６
月
１
日
㈰
に
延
期
し
ま
す
）

○
お
問
い
合
わ
せ

　
産
業
課　
く
ら
し
環
境
係

　
☎
(84)
２
５
８
２（
直
通
）

蓄
電
池
の
設
置
費
用
の

一
部
を
助
成

　
町
で
は
、
住
宅
等
に
お
け
る
再
生

可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
導
入
促
進
を
図

る
た
め
、
今
後
蓄
電
シ
ス
テ
ム
を
設

置
す
る
方
へ
、
設
置
費
用
の
一
部
を

助
成
し
ま
す
。

※
設
置
工
事
を
お
こ
な
う
前
に
、
補

助
金
の
申
請
を
お
願
い
し
ま
す
。

○
補
助
額

　
１
施
設
あ
た
り
５
万
円
（
補
助
額

が
予
算
の
上
限
に
達
し
た
時
点
で

終
了
に
な
り
ま
す
）

※
国
の
補
助
金
と
の
併
用
可

○
要
件
・
受
付
開
始
日
等
、
詳
細
に

つ
い
て
は
、
町
公
式
ホ
ー
ム
ペ
ー

ご
み
の
野
焼
き
は

法
律
で
禁
止
さ
れ
て
い
ま
す

　
ご
み
の
野
外
焼
却
（
野
焼
き
）
は
、

例
外
と
し
て
認
め
ら
れ
て
い
る
場
合

を
除
き
、
法
律
に
よ
っ
て
禁
止
さ
れ

て
い
ま
す
。
ド
ラ
ム
缶
で
の
焼
却
、

ブ
ロ
ッ
ク
積
み
焼
却
、
穴
を
掘
っ
て

の
焼
却
も
野
焼
き
行
為
と
み
な
さ
れ
、

処
罰
の
対
象
に
な
り
ま
す
。

　
家
庭
や
事
業
所
か
ら
出
る
ご
み
は
、

正
し
く
分
別
を
お
こ
な
い
、
決
め
ら

れ
た
方
法
で
適
正
に
処
理
し
ま
し
ょ

う
。

○
お
問
い
合
わ
せ

　
産
業
課　
く
ら
し
環
境
係

　
☎
(84)
２
５
８
２（
直
通
）

軽
自
動
車
税
の
納
付
と

減
免
の
申
請

　
軽
自
動
車
税
は
、
毎
年
４
月
１
日

現
在
の
所
有
者
に
課
税
さ
れ
ま
す
。

　
納
税
通
知
書
が
届
き
ま
し
た
ら
、

６
月
２
日
㈪
（
納
期
限
）
ま
で
に
納

付
し
て
く
だ
さ
い
。
納
付
後
は
、
納

税
証
明
書
と
車
検
証
を
必
ず
一
緒
に

保
管
し
て
く
だ
さ
い
。

　
ま
た
、
心
身
に
障
害
の
あ
る
方
が

所
有
す
る
軽
自
動
車
ま
た
は
生
計
を

共
に
し
て
い
る
方
が
所
有
す
る
軽
自

動
車
で
、
一
定
の
条
件
に
該
当
す
る

方
は
、
６
月
２
日
㈪
ま
で
に
申
請
す

る
こ
と
で
、
軽
自
動
車
税
が
減
免
さ

れ
ま
す
。

　
な
お
、
自
動
車
税
の
減
免
申
請
と

の
併
用
は
で
き
ま
せ
ん
の
で
、
ご
注

意
く
だ
さ
い
。

○
減
免
申
請
に
持
参
す
る
も
の

　
障
害
者
手
帳
、
運
転
免
許
証

　
納
税
通
知
書
、
納
税
義
務
者
の
個

人
番
号
カ
ー
ド
ま
た
は
通
知
カ
ー

ド
、
納
税
義
務
者
の
身
元
確
認
書

類
※
減
免
申
請
書
は
町
民
税
務
課
③
窓

口
に
あ
り
ま
す
。

○
お
問
い
合
わ
せ

　
町
民
税
務
課　
課
税
係

　
☎
(84)
１
９
６
６（
直
通
）

小
型
特
殊
自
動
車
の
登
録

　
乗
用
装
置
の
あ
る
ト
ラ
ク
タ
ー
・

コ
ン
バ
イ
ン
・
田
植
機
な
ど
や
、
小

型
特
殊
自
動
車
に
該
当
す
る
フ
ォ
ー

ク
リ
フ
ト
な
ど
に
は
、
軽
自
動
車
税

が
課
税
さ
れ
ま
す
。

　
こ
れ
ら
の
車
両
を
所
有
し
て
い
る

人
は
、
軽
自
動
車
税
の
申
告
を
し
て

ナ
ン
バ
ー
プ
レ
ー
ト
の
交
付
を
受
け

て
く
だ
さ
い
。

　
軽
自
動
車
税
は
、
所
有
し
て
い
る

こ
と
に
基
づ
い
て
課
税
さ
れ
ま
す
の

で
公
道
走
行
の
有
無
と
は
関
係
あ
り

ま
せ
ん
。

○
登
録
に
必
要
な
も
の

　
販
売
証
明
書
（
車
台
番
号
・
メ
ー

カ
ー
名
・
排
気
量
の
記
載
が
あ
る

も
の
）

※
譲
り
受
け
た
車
両
な
ど
販
売
証
明

書
が
な
い
場
合
は
お
問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い
。

○
お
問
い
合
わ
せ

　
町
民
税
務
課　
課
税
係

　
☎
(84)
１
９
６
６（
直
通
）

ジ
を
確
認
の
う
え
、
申
込
み
フ
ォ

ー
ム
か
ら
申
請
し
て

　
く
だ
さ
い
。

○
お
問
い
合
わ
せ

　
産
業
課　
く
ら
し
環
境
係

　
☎
(84)
２
５
８
２（
直
通
）

○
お
問
い
合
わ
せ

　
町
民
税
務
課　
住
民
係

　
☎
(84)
１
９
６
５（
直
通
）

ごかの
お知らせ

役場の代表電話は☎（84）1111です
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